
 
見沼田圃公有地化推進事業実施要綱  

                （平成２１年３月３０日部長決裁）  
 
（目的） 

第１条 この要綱は、「見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針」（平

 成７年３月１０日知事決裁。以下「基本方針」という。）の 「２ 行

 政の役割」の（５）に定める土地の買取り又は借受けについて、必要

 な事項を定める。 

 

（買取り又は借受けを行う区域） 

第２条 見沼田圃において土地の買取り又は借受けを行う区域は、次に

 掲げる区域以外の区域とする。 

 （１）都市計画施設として都市計画決定の告示がなされた土地の区域 

 （２）公共事業の予定区域 

 

（買取り又は借受けの対象となる要件） 

第３条 埼玉県（以下「県」という。）は、次のいずれかに該当する場

合、土地の買取り又は借受けを行うものとする。 

 （１）諸法令による土地利用の許認可を受ける見込みはあるが、基本

方針により土地利用を著しく制限され、本来の利用目的を達成す

ることができない場合 

 （２）相続の発生などにより基本方針にそぐわない土地利用が行われ

るおそれがある場合 

 （３）その他知事が必要と認める場合 

２ 県は、前項に定めるもののほか、耕作放棄等により荒地化した農地 

で、農家の担い手不足等のため、適正な管理が見込めない場合、土地 

 の借受けを行うものとする。 

 

（買取り又は借受けを行わない土地） 

第４条 前条に該当する場合であっても、次に掲げる土地については、 

 県は買取り又は借受けを行わないものとする。 

 （１）土地に所有権以外の権利が設定されている土地 

 （２）境界が確定していない土地 

 （３）廃棄物が存する土地 

 （４）土壌が汚染されている土地 

 （５）（３）又は（４）の恐れのある土地で、法令に定める調査等を 

    行っていない土地 

 （６）その他法令による違反等がある土地 

 

（土地の買取り又は借受け） 

第５条 土地の買取りは、県と土地所有者の土地売買契約により行うも

のとする。  

２ 土地の借受けは、県と土地所有者の賃貸借契約により行うものとす

る。 

３ 借受期間は、原則として農地については５年以内、農地以外の土地

については３年以内とする。なお、賃貸借契約は更新することができ

る。 



４ 土地を借受けしている場合について、土地所有者から土地の返還を

求められた場合、県は原則として、土地の返還及び賃貸借契約の解除

に応じるものとする。ただし、農地について、借受期間が３年を経過

しない場合は、県は土地の復元等、整地に要した費用の２分の１以内

の金額を土地所有者に請求することができる。 

５ 県は、歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合、賃 

 貸借契約を解除することができる。 

 

（買取価格又は借受価格） 

第６条 買取価格は、不動産鑑定士による不動産鑑定額を考慮して算定

した価格とする。 

２ 借受価格は、原則として、農地については、農地法第５２条の規定

に基づき、農業委員会が提供する賃借料水準の平均額を考慮して算定

した価格とし、農地以外の土地については、周辺の取引事例等を考慮

して算定した価格とする。 

 

（買取手続又は借受手続） 

第７条 買取り又は借受けの申出を行おうとする者（以下「申出者」と

いう。）は、様式１により知事に買取・借受申出書を提出するものと

する。 

  なお、申出書には、次の書類を添付するものとする。 

 （１）土地の全部事項証明書（６か月以内に取得したもの） 

 （２）公図の写し（６か月以内に取得したもの） 

 （３）土地を特定するために必要な地図（位置図、案内図等） 

 （４）土地の現況が分かる資料（写真等） 

 （５）買取り又は借受けを希望する者がいないことを申し立てる書類 

 （６）固定資産土地・家屋課税台帳登録証明書（名寄帳）又は農家基

本台帳登載証明（農地の場合） 

 （７）委任状（代理人が申出をする場合） 

 （８）その他必要な書類 

２ 知事は、申出書を受理した後速やかに必要な調査を行い、見沼田圃

土地利用連絡会議の議に付すものとする。 

３ 知事は、見沼田圃土地利用連絡会議の意見を踏まえ、買取り又は借

受けを行うかどうかを決定し、様式２により速やかに申出者に通知す

る。 

４ 知事は、前項の通知の際に必要な条件を付すことができる。 

５ 前項の規定により条件が付された場合、申出者は定められた期限ま

でに、様式３及び関係資料により、条件が成就したことを知事に報告

しなければならない。 

６ 定められた期限までに申出者が前項の報告を行わない場合又は第４

項の条件が成就したことを知事が確認できない場合には、第３項の決

定及び通知は効力を失うものとする。 

７ 第４項により条件を付した場合、知事は、条件が成就したことを確 

 認した後に、土地の測量及び不動産鑑定評価等を行うものとする。  

 

（土地の引渡し） 

第８条 申出者は、前条第３項に定める買取り又は借受けに付された条

件を、土地の引渡しまで継続するものとする。 

２ 買取り又は借受けとしようとする土地が農地の場合には、申出者は

土地の引渡しまでに耕作可能な状態としなければならない。 



 

（買取り又は借受けに係る経費） 

第９条 買取り又は借受け及びそれらの土地の管理に係る経費は、さい

たま環境創造基金において管理するものとする。 

 

（買い取った土地の帰属） 

第１０条 買い取った土地は、県が所有するものとする。 

 

（買取り又は借受けに係る事務） 

第１１条 買取り又は借受けに係る土地所有者との交渉、土地の確定、

測量、登記申請その他の事務は、県がさいたま市及び川口市の協力を

得て行うものとする。 

 

（買い取った土地又は借り受けた土地の利用） 

第１２条 さいたま市及び川口市が、買い取った土地又は借り受けた土

地を都市公園等質の高い緑地環境として整備を行う場合は、見沼田圃

土地利用連絡会議の議を経て、無償で利用できるものとする。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めのない事項は、県がさいたま市及び川口市と

協議して定めるものとする。 

 

  

  附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 見沼田圃公有地化推進事業実施要綱（平成７年３月３１日部長決裁）

は、廃止する。 

３ 見沼田圃農地公有地化推進事業実施要領（平成１０年３月３１日部

長決裁）は、廃止する。 

  附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式１）要綱第７条関係

（あて先）

埼玉県知事

〒

歳

（ ）

〒

歳

（ ）

１　土地に関する事項

＊未登記の権利についても記入してください。

２　土地に存する建築物その他の工作物に関する事項

＊未登記の権利についても記入してください。

＊「床面積[㎡]」は、複数階の建物の場合、階ごとに記入してください。

３　申出理由

　　具体的に記入してください。

[㎡]

床面積種　類所在及び地番
建築物その他

工作物の所有者
の住所・氏名

建築物その他の工作物に存する所有権以外の権利

種　類

氏　名

申　出　者

電　話

住　所

(ﾌﾘｶﾞﾅ)代　理　人

・　見沼田圃公有地化推進事業実施要綱第７条の規定に基づき、土地の（買取り・借受け）を申し出ます。

電　話

権利を有する者の住所・氏名

職業：

年齢：

買取・借受申出書

住　所

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

  　　　年　　　月　　　日

氏　名

職業：

年齢：

内 容
構　造 権利を有する者の

住所・氏名

内　容
所在及び地番

公簿
地目 種　類

土地に存する所有権以外の権利公簿地積
[㎡]



４　土地の状況

（１）現在の利用状況

（２）その他の特記事項
　例）・ 盛土の有無及び廃棄物の埋設が確認されている。 ・ 土壌汚染の疑いがある。

５　参考事項

今後の予定

（１）申出者の世帯員及び同居人の申出者との続柄、年齢及び職業（申出者を除く。）

（３）その他

世帯員（同居人） 続　柄 年　齢 職　業

（２）申出者が所有している農地の状況

農地の所在及び地番
公簿
地目

公簿地積
(㎡)

現在の利用状況



（様式２）要綱第７条関係                                          
                                                      第   号 
                               年  月  日 
 

買取・借受決定通知書 
 
          様 
 
                      埼玉県知事 

                       
 
     年  月  日付けで 買取り ・ 借受け の申出がなされた下記１の土

地については、見沼田圃公有地化推進事業実施要綱第７条第３項の規定に基づき、下記

２及び３のとおり決定したので通知します。 
 

記 

 
 １ 申出地 
  (1) 所在及び地番 
  (2) 公簿地目 
  (3) 公簿地積[㎡] 
 

 
 ２ 決定の内容 
 
 
 
 ３ 決定に係る条件 

 
 
 
（注）「決定に係る条件」は、必ず条件ごと定められた期限内に成就して（様式３）条件成就報告

を提出してください（条件ごとの報告も可）。１つの条件でも期限を超過した場合には、当該決定

（承認）は無効となります。 
 
                担 当： 
                電  話：       ＦＡＸ： 



（様式３）要綱第７条関係                                    

                            年  月  日  

 

条件成就報告書  

 

（あて先）  

 埼玉県知事  

 

                住  所  

                氏  名             

                電話番号  

 

 決定に係る条件が成就したので、見沼田圃公有地化推進事業実施要綱第７条

第５項の規定に基づき、下記のとおり報告します。  

 

記  
 
 １ 申出地の所在及び地番  

 

 

 

 ２ 決定に係る条件  

 

 

 

 

 ３ ２のうち、成就した条件及びその年月日  

 

 

 

 

（注）内容に応じて、条件の成就を証明する資料（土地の全部事項証明書、現場写真等）

を添付してください。  
 
            担 当：  
            電   話：       ＦＡＸ：  

 


